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論点に関するコメント 

①自己株式の取得及び処分の認識時点について 

 すでに公表されている自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準等においては、

自己株式の取得及び処分は株主との資本取引であるという位置付けのもとで会計処理が定め

られています。認識の時点においても当然この考えとの整合性が図られるべきであると考え

られます。有価証券の売買契約の認識に準ずる方法は自己株式の取得及び処分が従来の資産

の取得と処分と位置付けた場合の認識方法になると思います。よって資本の払戻し及び資本

の払込みの性格を有する類似の取引に準じる方法が良いと考えます。 

この方法によった場合、自己株式の取得を有償消却の認識に準じ、また自己株式の処分を

新株発行の認識に準じて処理することについても異論ありません。 

さらに、払込期日までに受領した自己株式の処分の対価の会計処理についても問題ないも

のと考えます。 

 

②自己株式の無償取得の会計処理について 

今回の（案）においては無償取得がなされた場合、自己株式の数のみの増加として処理す

る方法が採用されていますが、私は自己株式を時価で測定し、同額を資本剰余金とする方法

が望ましいと考えます。 

自己株式の取得、処分の会計処理を検討するにあたっては、当該取引が株主との資本取引

であるという大前提にたっています。自己株式の取得は株主への資本の払戻であると考えら

れていますが、有償取得の場合には有償減資に準ずる取引であり、無償取得の場合は無償減

資に準ずる取引と考えることができるのではないでしょうか。すなわち、無償取得は資本の

払戻の対価がなかったことになり、経済的には無償減資と同じであると考えられるのではな

いでしょうか。したがって、無償取得の会計処理にあたっては、無償減資に準じた会計処理

を行うのが望ましいと考えます。 

無償減資がなされた場合に生じた減資差益は資本剰余金としての性格を有し、平成 13 年商

法改正によりその他資本剰余金として処理されることとなっています。自己株式の無償取得

については無償減資のように欠損填補に利用する等の処理はなされませんから、測定された

金額すべてがその他資本剰余金として認識されることになると考えます。 

また、一般的に無償で資産の譲受があった場合、時価で認識し、受贈益が計上されます。

自己株式の取得は資本取引ですから、資産の取得と同様に考えることは適切ではありません

が、取引の事実を反映させるということは資産の無償譲受の場合と同様必要であると考えま

す。 

PC59



取引を反映させる場合、自己株式の測定の問題が生じますが、自己株式の有償での取得が

通常時価で行われると考えられますから、無償で取得した自己株式を時価で測定することも

問題がないものと考えます。 

 

③吸収合併に関する自己株式の会計処理（抱合せ株式に合併新株を割当てた場合）について 

合併新株について、自己株式の数のみの増加として処理した場合、結局、抱合せ株式に合

併新株を割当てなかった場合と同様の会計処理になると考えられます。よって抱合せ株式に

合併新株を割当てたという事実を反映させるために、自己株式の取得を認識したうえで資本 

の控除とする方法がよいと考えます。 

自己株式を割当てるという意思決定は他の株主と同様に被合併会社の株式に変えて自己株

式を取得しようとするものであって、抱合せ株式を消滅させる意図はないものと考えられま

す。よって抱合せ株式の消滅を認識するのは適切ではないと思います。 

また、この処理を採った場合、連結子会社を吸収合併すれば、合併前の連結財務諸表と合

併後の合併会社の財務諸表は異なることになります。確かに実態としては変わらないのに異

なる財務諸表が作成されることへの問題はありますが、そもそも合併会計と連結会計とは異

なるものであり、形式的に異なる以上、異なる財務諸表が作成されることには問題がなく、

また認識された自己株式は資本の部の控除として処理されるわけですから結果的に両財務諸

表の実態は変わらないものといえるのではないでしょうか。 

 

④吸収合併に関する自己株式の会計処理（被合併会社の保有する当該会社の自己株式に合併

新株を割当てた場合）について 

③同様、合併新株を割当てたという事実を反映した処理とするため合併会社の自己株式の

取得を認識した上で、合併後は資本の控除とする方法がよいと考えます。 

 

⑤吸収合併に関連する自己株式の会計処理（被合併会社の保有する合併会社の株式）につい

て 

合併の会計処理のなかで評価された合併会社株式を合併会社が引継ぎ、合併後は自己株式

として資本の部の控除として処理することについて異論ありません。 

 

⑥連結会社が保有する当該連結子会社の自己株式に関する取扱いについて 

43 項に示されている論点の①から③についての結論については基本的には異論がありませ

んが、連結子会社の自己株式の少数株主からの取得について、確かに少数株主への払戻しに

より親会社の持分比率が増加することになりますが、実際に親会社が少数株主から子会社株

式を追加取得するわけではないことから、追加取得に準じた会計処理をすることについて疑

問があります。すなわち少数株主持分の一部が自己株式に変わっただけであり、親会社の持

分額そのものについては変動がないと考えるべきではないかと思います。この場合、自己株

式と相殺されるべき少数株主持分は、減額前の少数株主持分に対して、取得した自己株式数

を自己株式取得前の少数株主持株数で除したものを乗じた額となるのではないかと考えます。 



自己株式と相殺されるべき少数株主持分と自己株式の取得価額とには差が生じることもあり

得ますので、これを持分比率増加に伴う連結調整勘定として処理することも考えられると思

います。 

説例 2 にあてはめると、減額されるべき少数株主持分は４８０×１０÷３０＝１６０、自

己株式３００との差額１４０が連結調整勘定、自己株式取得後の親会社持分は（１，６００

－１６０）×７７．８％＝１，１２０となり自己株式取得前の持分額と同額となります。 

同様に処分の場合も親会社の持分額については変更させないという方法が考えられるので

はないかと思いますがいかがでしょうか。 

持分法の適用対象となっている子会社及び関連会社が保有する当該持分法適用会社の自己

株式に関しても同様のことがいえると思います。 
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